
次期指定管理業務内容（案） 

次期指定管理業務検討の視点（別紙２）を踏まえ，以下のとおりの業務内容とする。 

現指定管理業務内容 次期指定管理業務内容 

１ 講義，演習，会議等のための施設の提供 

（１）センターの使用許可業務 ・・・①・③ 
（２）使用料の徴収及び納入事務 
（３）大学関係者をはじめとする利用者の満足度等

の把握及び利用増につながる広報・宣伝 
  ・・・①，② 

１ 講義，演習，会議等のための施設の提供 

（１）センターの使用許可業務 ・・・①・③ 
（２）使用料の徴収及び納入事務 
（３）大学関係者をはじめとする利用者の満足度等

の把握及び利用増につながる広報・宣伝 
  ・・・①，② 

２ センターの維持管理に係る業務 ・・・②，③ ２ センターの維持管理に係る業務 ・・・②，③ 
３ 大学に関する情報の収集及び提供 

（１）大学案内・広報誌，生涯学習関連書籍等の提

供 ・・・④ 

（２）「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画

2019-2023」の視点を取り入れた，各大学の社会

的資源（地域連携実績，公開講座，施設情報等）

の調査，収集及び地域社会への還元  
・・・④ 

３ 大学に関する情報の収集及び提供 

（１）大学案内・広報誌，生涯学習関連書籍等の提

供 ・・・④ 

（２）「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画

2019-2023」，「はばたけ未来へ！京プラン 2025

（京都市基本計画）」の視点を取り入れた，各大

学の社会的資源（地域連携実績，公開講座，施

設情報等）の調査，収集及び地域社会への還元  
  ・・・④ 

４ 大学と産業界，地域社会等の協力による豊かな

地域社会の形成に資する調査及び研究並びに人材

育成 

  京（みやこ）カレッジ事業（大学・短期大学

から提供される科目を多種多様な「知」として

学ぶことができる，「大学のまち京都」ならでは

の社会人向け総合的生涯学習事業） 

・・・⑤，⑥ 

４ 大学と産業界，地域社会等の協力による豊かな

地域社会の形成に資する調査及び研究並びに人材

育成 

  リカレント教育プログラムを含む京（みやこ）

カレッジ事業（大学・短期大学から提供される

科目を多種多様な「知」として学ぶことができ

る，「大学のまち京都」ならではの社会人向け総

合的生涯学習事業） 

【※１】・・・⑤，⑥ 

５ 前号に掲げるもののほか，市長が必要と認める

事業 

  「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画

2019-2023」に関し，センターにおいて実施する事

業等 

５ 前号に掲げるもののほか，市長が必要と認める

事業 

  「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画

2019-2023」，「はばたけ未来へ！京プラン 2025

（京都市基本計画）」に関し，センターにおいて

実施する事業等【※２】 
補足：表中の①，②，③・・は，別紙２ 指定管理者に求めていくもの（案）の①，②，③・・に

対応している。 

≪変更箇所≫ 
【※１】リカレント教育プログラムを含んだ京カレッジの実施としつつ，コンソ事業と共同実施す

ることで全体の事業費削減に努める。 
【※２】計画を追加する。 

資料５ 


